
◆西脇市特定建築行為に係る手続に関する条例に基づく手続の流れ

【適用範囲】
・パチンコ店、ゲームセンター及びラブホテルの建築等

・様式第１号（第４条関係）事業計画事前協議申出書

・様式第２号（第４条関係）事業計画事前協議終了通知書

・様式第３号（第５条関係）標識

・説明会等実施の14日前までには設置

事前協議から工事完了までの期間必要と認められる場合

・近隣説明会実施の14日前までには周知 （第10条関係）

・近隣関係者への呼びかけ

・様式第10号（第11条関係）　

　　事業処理状況報告書

・様式第４号（第６条関係）近隣説明実施記録

・様式第５号（第７条関係）事業計画届出書

・特定建築行為着手日の30日前までに届出

・様式第７号（第９条関係）事業計画受理書

※事業計画に変更があった場合

・様式第８号（第10条関係）特定建築行為着手届

・建築等着手日の７日前までに届出

・様式第６号（第８条関係）事業計画変更届出書

・様式第７号（第９条関係）事業計画変更受理書

・様式第９号（第10条関係）特定建築行為完了届

・特定建築行為完了後速やかに届出
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